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1. いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針 

(1) 学校教育目標    

 
学ぶ、つながる、たずさわる 

 

(2) 基本理念 

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全

な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危

険を生じさせる恐れがある。 

本校では、いじめをなくすために、日頃から深い児童理解に立ち、生活指導の充実を

図り、児童が楽しく学びつついきいきとした学校生活を送れるように努める。また、い

じめについては、「どの子どもにも、どの学級においても起こり得る」ものであることを

十分認識し、早期発見・早期対応を行う。さらに、いじめの兆候に気付いた場合は、児

童一人一人に応じた指導・支援を組織的におこなうために、学級・学校だけで抱え込む

のではなく、関係機関との連携を図りつつ以下の基本的認識を持ちながら、いじめ防止

等のための対策を行っていく。 

 

ア. いじめは人間として絶対に許されないとの強い認識を持つ。 

イ. いじめられている児童の立場に立ち、早期発見に努める。 

ウ. いじめ不登校虐待対策委員会を中心に、組織的な対応を行う。 

エ. いじめられている児童及び保護者に対する支援を継続して行う。 

オ. いじめに関係した家庭と連携し、指導や支援を継続して行う。 

 

(3) 学校及び教職員の責務 

すべての児童が安心かつ安全に学習やその他の活動に取り組むことができるよう に、

保護者や関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組む。

また、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、その再発防止に努める。 

 

 

 

 

（いじめの定義） 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該

児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行

為（インターネットを通じて行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となっ

た児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 （いじめ防止対策推進法 第二条） 

 

（いじめの禁止） 

児童等は、いじめを行ってはならない。（いじめ防止対策推進法 第四条） 
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2. いじめの防止等のための基本的な考え方と具体的な取組 
本校では、いじめの防止等のため以下のように取り組む。 

 

(1) いじめの未然防止 

 

 

 

 

   （全ての児童への指導） 

① 「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を一人一人の児童に徹底す

る。いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許さ

れないという認識、また、いじめを大人に伝えることは正しい行為であるという

認識を、児童に持たせる。 

② 学校教育活動全体を通して、お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にす

る態度を育成し、友情の尊さや信頼の醸成、生きることの素晴らしさや喜び等に

ついて適切に指導する。特に、道徳の時間を要とした道徳教育を通して、このよ

うな指導の充実を図る。また、奉仕活動、自然体験等の体験活動をはじめ、人間

関係や生活経験を豊かなものとする教育活動を取り入れる。 

③ 学級活動や児童会活動などの場を活用して、児童自身がいじめの問題の解決に向

けてどう関わったらよいかを考え、主体的に取り組めるよう支援する。  

  

（いじめを許さない学級経営） 

① 個々の教師がいじめの問題の重大性を正しく認識し、危機意識を持って取り組

む。また、教職員の何気ない言動が児童に大きな影響力を持つことに十分留意し、

教職員自身がいじめを助長するような言動は厳に慎む。 

② グループ内での児童の人間関係の変化を踏まえ、学級経営やグループ指導の在

り方、班別指導について不断の見直しや工夫改善を行う。 

 

   ＜具体的な取組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめはどの子どもにもおこりうるという事実を踏まえ、すべての児童を対象に、

いじめの未然防止に取り組む。 

 

ア. 絆づくり、居場所づくり、集団づくりの取り組みの推進【学級・特別活動】 

・児童が自ら学級や学校生活の諸問題の解決に取り組む活動を支援する 

イ. わかる授業づくり【各教科】 

・一人ひとりに基礎学力をつけ、学びあい高めあう集団を育てる 

ウ. 規範意識の醸成【道徳教育】 

・他者への思いやりや信頼関係を築きつつ、集団として高めあうことができ

る児童を育成する 
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(2) いじめの早期発見 

 

 

 

 

 

 

（問題兆候の把握等） 

① 日常の観察により児童の生活実態のきめ細かい把握に努めるとともに、アンケ

ート調査や個人懇談等、いじめを見つけるための積極的な取組を定期的に行う。

また、いじめの把握に当たっては、スクールカウンセラーや養護教諭など学校内

の専門家との連携に努める。 

② 児童や保護者からのいじめの訴えはもちろんのこと、その兆候等の危険信号は、

どんな些細なものであっても真剣に受け止め、すみやかに教職員相互において

情報交換するなどにより、適切かつ迅速な組織対応を図る。 

③ 児童の仲間意識や人間関係の変化に留意しつついじめの発見や対応に努めると

ともに、特に、種々の問題行動等が生じているときには、同時に他にいじめが行

われている場合もあることに留意する。 

④ いじめの問題解決のため、いじめを把握した際には、速やかに教育委員会に報告

するとともに、必要に応じ、教育センター、子ども家庭センター、警察等の地域

の関係機関と連携協力を行う。 

いじめは大人が気づきにくい形でおこなわれることが多いことを認識し、些

細な兆候であっても、いじめではないかという疑いを持って、早い段階から

的確にかかわりをもつ。また、いじめを隠したり、いじめを軽視したりする

のではなく、いじめを積極的に認知することが必要である。そのため児童が

示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つよう努める。 

エ. 児童会活動の活性化【児童会活動】 

・自分の身の回りの諸問題について話し合い、解決する活動を通して学校生

活を充実し向上していく実践的態度を身につける 

オ. 体験活動の充実【総合学習（サンガム）など】 

・様々な人々と接する中で、自らを見つめ、課題を見つけ出し、自分の生き方

を仲間と共感しながら、主体的に考え、表現できる児童を育成する 

・本校の特色を活かした豊かな自然や農業に関する体験活動を通して、生活

経験と感性を豊かに育む。 

カ. いじめ対応マニュアル（大阪府教育委員会作成）の活用 

キ. インターネット等を通じて行われるいじめに対する学習 

・児童への情報モラル教育の充実 

・「非行犯罪防止教室」の中で、情報モラルにふれる。 

・道徳の授業で「情報モラル教育」を進める。 

ク. 非行犯罪防止教室 茨木少年サポートセンター・高槻警察により実施予定

（５～６年児童対象） 

ケ. いじめ防止等に関する年間計画の作成  →P.9を参照。 
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（全ての児童への指導） 

① いじめられる児童や、いじめを告げたことによっていじめられるおそれがある

と考えている児童を徹底して守り通すということを、教職員が言葉と態度で示

す。 

② いじめられている児童が、そのことを自分の胸の中に止めたりせず、友人、教職

員、親に必ず相談するよう伝える。 

③ 教育センターの教育相談や『はにたんのこどもいじめ１１０番』等、校内外の相

談場所を周知する。 

 

（実践的な校内研修の実施） 

① いじめの問題についての教職員の共通理解と指導力の向上を図るために、全教

職員の参加により、事例研究やカウンセリング演習、予防的な取組など実践的な

内容の研修を実施する。 

 

＜具体的な取組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア. いじめ調査アンケートの実施 

・ 児童対象 生活アンケート（５月、１１月、２月） 

・ アンケートで、いじめに繋がりそうなことを把握した児童への聞き取り 

・ アンケート後、各クラス担任による、全児童を対象にした「子ども懇談」の実施 

・学級懇談会（４月・１１月・２月） 

・個人懇談会（５月・７月・１２月） 

・児童実態交流（毎週月曜日に実施） 

  →Ｐ．１２ のシートを活用する 

イ. いじめ相談体制 

・ スクールカウンセラー（SC）による保護者対象のカウンセリング・児童対象の個

別ワーク（週１回） 

 ・教育相談週間（こども懇談）（５月、１１月、２月） 

 ・他の教育相談窓口の周知  

教育センターの教育相談、はにたんのこどもいじめ１１０番等 

ウ. 校内研修 

 ・校内いじめ対策研修（７月予定）  

エ. その他 

・作文、連絡帳など 

・第七中校区連携会議「生活指導部会」 
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(3) いじめに対する措置   →【※いじめ事案の対応フローはＰ．１０を参照】 

（組織的な対応） 

① いじめの問題については、その件数よりも生じた際に、いかに迅速に対応し、そ

の悪化を防止し、真の解決や再発防止に結びつけることができたかが重要であ

ることから、いじめ不登校虐待対策委員会を中心に相互の連絡・報告を密にしつ

つ、いじめの発生等についてきめ細かな状況把握を行い、適切な対応に努める。 

② 校長のリーダーシップの下に、それぞれの教職員の役割分担や責任の明確化を

図るとともに、密接な情報交換により共通認識を図りつつ、全教職員が一致協力

して指導に取り組む。 

③ 校長、教頭、首席、生徒指導担当者は、いじめの訴え等に基づき、学年主任や学

級担任等へ対応を指示したり、情報を伝達したりした場合には、その対応状況等

について、逐次報告を受けるなど、その解決に至るまで適切にフォローする。 

 

（いじめを行った児童への指導・措置） 

① いじめを行った児童に対しては、心理的な孤立感・疎外感を与えることがないよ

うにするなど、一定の教育的配慮の下に、いじめの非人間性やいじめが他者の人

権を侵す行為であることに気付かせ、他人の痛みを理解できるようにする指導

を根気強く継続して行う。 

② いじめを行う児童に対しては、必要な場合は一定期間、校内においてほかの児童

と異なる場所で特別の指導計画を立てて指導する。 

③ いじめの状況が一定の限度を超える場合には、いじめられる児童を守るために、

いじめる児童に対する出席停止の措置について教育委員会に意見具申を行った

り、警察等適切な関係機関の協力を求めていく。特に、暴行や恐喝など犯罪行為

に当たるようないじめを行う児童については、警察との連携を積極的に図って

いく。 

④ いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気づかないところで陰湿な 

いじめが続いていることも少なくないことを認識し、そのときの指導により解

決したと即断することなく、当該児童が卒業するまで、継続して十分な注意を払

い、折に触れて必要な指導を行う。 

 

（事実関係の究明） 

① いじめを受けている児童等の心理的圧迫感をしっかりと受け止めながら丁寧に

聞き取りを行うとともに、当事者だけでなく、まわりの児童からの情報収集を行

い、事実関係の把握を正確かつ迅速に行う。 

② いじめの兆候を発見した場合は、いじめられる児童からの訴えが弱いことを理

由に問題を軽視したり、いじめる側といじめられる側の主張に隔たりがあるこ

とを理由に、必要な対応を欠くこととがないよう努める。 
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（いじめを受けた児童へのケアと弾力的な対応） 

① 児童に対する親身な教育相談を一層充実させるため、スクールカウンセラーの

活用や、養護教諭との連携を積極的に図る。また、教育相談について、全教職員

を対象に実践的な校内研修を実施する。 

② 教育相談室を設け、部屋が相談しやすい雰囲気になるよう工夫するなど、児童に

とって相談しやすい環境を整える。 

③ いじめを受けた児童には、いじめの解決に向けての様々な取組を進めつつ、児童

の立場に立って、必要な場合は緊急避難としての措置を検討する。その際、保護

者と十分に連携を図るとともに、その後の学習に支障を生ずることのないよう

に十分留意する。 

④ いじめを受けた児童に配慮するという観点から、グループ替えや座席替えなど

も検討する。また、次年度の学級替えを行う際には、いじめを受けた児童の立場

に立った配慮を検討する。 

 

⑤ いじめを受けた児童には、保護者の希望により、関係学校の校長などの関係者の

意見も十分に踏まえて、就学すべき学校の指定の変更を認める措置について、教

育委員会に意見具申を行う。この場合、いじめにより児童の心身の安全が脅かさ

れるようなおそれがある場合はもちろん、いじめを受けた児童の立場に立って、

いじめから守り通すため必要があれば弾力的に対応する。 

 

(4) いじめ問題等の対策のための組織 

① 名称  いじめ不登校虐待対策委員会 

② 構成員 

      校長、教頭、首席、生徒指導担当、養護教諭、チーム生徒指導担当 

（特別支援教育コーディネーター）（当該学年担任） 

③ 活 動 

ア. 学校いじめ防止基本方針の策定と見直し 

イ. いじめの未然防止 

ウ. いじめ事案の対応 

エ. 教職員の資質向上のための校内研修 

オ. 年間計画の策定と実施及び年間計画の進捗状況のチェック 

カ. 各取組の有効性の検証 

 

④ 開 催 

月１回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。 
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(5) 家庭・地域社会との連携 

① いじめの問題については、学校のみで解決することに固執しない。学校において

いじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に報告し、適切な連

携を図る。保護者等からの訴えを受けた場合には、まず謙虚に耳を傾け、その上

で、関係者全員で取り組む。 

② 学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等の情報については、日頃より、積

極的に公表し、保護者等の理解や協力を求めるとともに、各家庭でのいじめに関

する取組のための具体的な資料として役立ててもらえるような工夫する。 

③ いじめ等に関して学校に寄せられる情報に対し、誠意を持って対応する。また、

いじめの問題に関し学校と保護者や地域の代表者等との意見交換の機会を設け

ることにより、家庭・地域社会との連携を積極的に図る。 

④ 実際にいじめが生じた際には、個人情報の取扱いに留意しつつ、正確な情報提供

を行うことにより、保護者や地域住民の信頼を確保する。また、事実を隠蔽する

ような対応は行わない。  

 

(6) ネット上のいじめへの対応 

① ネット上の不適切な書き込み等があった場合、保護者と連携して、問題の箇所    

を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ不登校虐待対策委員会  

において対応を協議し、関係児童からの聞き取り等の調査を行う。 

 

② 書き込みへの対応については、被害にあった児童及びその保護者の意向を 

尊重し、保護者と連携して当該児童の精神的ケアに努める。また、書き込み 

の削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、市教委、大阪法務  

局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。 

 

③ 情報モラル教育を進めるため、「情報の受け手」として必要な基本的技能の 

学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。 

 

(7) 重大事案への対処  →【※重大事案への対応フローについてはＰ、１１を参照】 

生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席している

ことが、いじめに起因するという疑いがある場合は、次の対処を行う。 

ア. 重大事態が発生した旨を、市教育委員会にすみやかに報告する。 

イ. 市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。 

ウ. 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。 

エ. 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係 

その他の必要な情報を適切に提供する。 
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いじめ防止等に関する年間計画 

 
児童会 学級活動 

道徳 

教育 

総合学習

など 

アンケート 

教育相談 
研修 いじめ防止等 

４
月 

月目標の設定

と振り返り 

（通年） 

グループエン

カ ウ ン タ ー

（通年） 

２（１） 

礼儀 
問いづくり 

スクリーニングシート

学級懇談会

教育相談 

校内研修 

いじめ防止基本方針 

 

いじめ不登校虐待対策委員会 

 

５
月 

あいさつ運動

（通年） 

林間学校 

（5 年） 

２（２） 

思いや

り・親切 
情報学習 

スクリーニングシート 

個人懇談 

生活アンケート①

こども懇談 

校内研修 

支援カード共有 

家庭訪問 

いじめ不登校虐待対策委員会 

６
月 

児童会の取組 

（時期未定） 
 

２（３） 

信頼友情 問の焦点 スクリーニングシート 
校内研修 

生活アンケート考察 

学校運営協議会 

いじめ不登校虐待対策委員会 

７
月 

児童集会での

啓発 
 

２（４） 

寛容・謙虚 課題設定 
スクリーニングシート

個人懇談 
校内研修 

いじめ不登校虐待対策委員会 

旧学期末集約 

８
月 

  
情報モラル

教育 情報収集  校内研修 
 

 

９
月 

折りづる集会 
修学旅行

（6 年） 

２（５） 

尊敬・感

謝 
情報収集 

スクリーニングシート

教育相談 
 いじめ不登校虐待対策委員会 

10

月 
  

１（３） 

自由・責

任 
情報収集 スクリーニングシート 

校区合同

研修会 
いじめ不登校虐待対策委員会 

11

月 
  

１（４） 

誠実・明

朗 
整理分析 

スクリーニングシート

生活アンケート②

こども懇談 

 
学校運営協議会 

いじめ不登校虐待対策委員会 

12

月 

児童集会での

啓発 
 

３（１） 

生命尊重 整理分析 
スクリーニングシート 

個人懇談 

校内研修 

生活アンケート考察 

いじめ不登校虐待対策委員会 

旧学期末集約 

１
月 

  
４（１） 

公徳心 
まとめ 

表現 

スクリーニングシート

生活アンケート③ 

こども懇談 

 いじめ不登校虐待対策委員会 

２
月 

 

1 年間のま

とめとふり

かえり 

４（２） 

公平・公

正 

まとめ 

表現 

スクリーニングシート

学級懇談 

校内研修 

総括 

生活アンケート考察 

いじめ不登校虐待対策委員会 

検証・総括 

学校運営協議会 

３
月 

  

４（３） 

社会的役割

の自覚と責

任 

振り返り   
いじめ不登校虐待対策委員会 

年度末総括 
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速報 

いじめ事案の対応フロー 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                             

                                                          

 

 

 

 

 

 

・訴えを傾聴 

・説明（被害・加害とも） 

・具体策を示す 

・協力依頼 

① 人権侵害であるという視点を持つ            ② 被害児童(保護者)の痛みを共感する 

③ 被害者にも原因があるという見方は厳禁      ④ いじめの背景にも目を向ける 

⑤ 集団全体を見据えて指導する               ⑥ 指導体制を整えて取り組む 

⑦ 対処療法に終わらせない 

① 被害の態様(暴力、言葉等)         ② 被害の状況 (時､場所、人数等) 

③ 集団の構造（被害･加害・傍観）      ④ いじめの動機・背景 

⑤ 被害児童の様子              ⑥ 加害児童の様子（他の問題行動） 

加害生徒の実態 

① 他の問題行動 

 

② 集団の構造 

(被害･加害･傍観) 

③ いじめの動機･背景 

④ 被害生徒の実態 

 

事実関係の把握 

指導方針の確認 

関係者への指導・援助 

① 観察、継続支援 ② 積極的な生活指導の充実 

 

保護者への対応 

「いじめ」（疑いを含む）の把握 

教師による発見 本人の訴え･相談 他の児童の訴え･相談 保護者の訴え･相談 

○ 児童の発するサインをキャッチする 

○ 定期的にアンケート等を実施し、実態把握に努める 

○ 情報網を張りめぐらし、情報収集力を高める 

○ 児童との人間関係を深め、気軽に相談に応じる 

・事実関係､背景、理由等の確認 

・不満､不安等の訴えを十分聴く 

・被害者のつらさに気づかせる 

・課題を克服するための援助を行う 

・役割体験を通して所属感を高める 

・心理的事実を受け止める 

・具体的援助法を示し、安心させる 

・良い点を認め励まし自信を与える 

・人間関係の確立・拡大をめざす 

・グループへの指導 

・学級全体への指導 

被害児童への援助 まわりの児童への指導 加害児童への指導 

重大事案の対応フローは、Ｐ、１１へ 

いじめ不登校虐待対策委員会 
(P,7 いじめ問題等の対策のための組織） 

教育指導課 
高槻市学校問題解決チーム派遣 

（弁護士・警察 OB・SC・SSW 等） 

助言 

指導・助言 

必ず報告 
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重大事案への対応フロー（学校が調査主体となる場合） 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校） （市教委） 
報告 

① 重大事態の発生を市教委へ報告

 

② 重大事態の発生を市長へ報告 

③調査の主体を判断 

（市長） 

指導・助言 

※専門家の派遣もある 

④学校の下に、調査組織を設置 

⑤事実関係を明確にするための調査 

 を実施 

【調査内容】 

・いつ（いつ頃から）  ・誰から 

・そのような様態    ・いじめの背景 

・児童の人間関係    ・学校の対応 

※客観的な事実関係を 

 速やかに調査 

⑥いじめを受けた児童及び 

 保護者に対して情報を適切に提供 

⑦調査結果を市教委に報告 

⑩調査結果を踏まえた必要な措置 

⑧調査結果を市長へ報告 

⑨学校の取組に対する支援 

※関係者の個人情報に配慮 

 （個人情報保護を盾に説明を怠る 

  ようなことがあってはならない。） 

※アンケート調査は提供する場合が 

 あることを念頭において実施 

 （調査に先立ち、対象者や保護者 

  に説明する措置が必要） 

報告 

指導・助言・支援 

※学校サポートチーム、専門家を派遣することもあり 

（市長） 

⑪必要があると判断 

する場合は、再調査 

※調査主体の調査に協力 

報告 

報告 
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児童個別チェックシート【教員用】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、登校時・朝の会等 

□ 欠席、遅刻、早退が目立つ。 

□ 表情が暗く、どことなく元気がない。 

□ 顔や体に傷や殴られたような跡がある。 

□ どこかおどおどして、脅えているように感じ

られる。 

□ 元気のない、浮かない顔をしている。 

□ 教師と視線を合わせないようとしない。 

（教師の目を避けている。） 

□ 教師の問いかけに答えようとしない。 

（何かごまかそうとしている。） 

２、登校時・朝の会等 

□ 頭痛、腹痛、吐き気等を訴え、保健室や職員

室への出入りが頻繁になる。 

□ 一人で遅れて教室に入ってくることが多い。 

□ よい発言や行動をしたのに周りから賞賛や評

価が得られない。 

□ 特定の子が発表すると笑いや冷やかし、また

は、無視がある。 

□ 元気のない、浮かない顔をしている。 

□ 体育の授業等で、特定の子にボールが回らな

い、または、回される。 

□ 一人で活動することが多い。 

□ グループ活動等で、机と机が離れている。 

□ いつも準備や片付けをさせられたりする。 

□ 配付したプリントが特定の子に渡らない。 

３、給食（昼食）時 

□ 給食や弁当のおかずやデザートを他人に与え

ている。 

□ グループで食べる時、特定の子の机だけ離さ

れたり、ポツンと残されたりする。 

４、休み時間 

□ トイレ等に閉じこもりがちである。 

□ 階段の上がり下がりを繰り返すなど、一人で

時間を潰している。 

□ 体育館の裏やトイレ、物かげなど、目の届き

にくい場所からよく出てくる。 

□ プロレスごっこ等でいつもやられ役になって

いる。 

□ 友達とよくふざけあっているが、なんとなく

表情が暗い。また、不自然な笑いを浮かべて

いる。 

□ 特別な用事もないのに、職員室や保健室・図

書館等にいることが多く、一人になりたがら

ない。 

５、その他 

□ 学級内で問題が生じると、特定のこどもの名

前がすぐにあがる。 

□ 班編成で最後まで所属が決まらない。活動中

もよく一人でいる。 

□ 傷やけがの跡があるのか、腕や足、首等の肌

を隠そうとする。 

□ 周りの友達に異常なほど気をつかっているよ

うに見える。 

□ 今まで付き合っていたグループから離れた。 

□ 特定の子の席に誰も座ろうとしない。 

□ 席の周りが空いている。机やイスの周りにゴ

ミが散らかっている。 

□ 徴収金等を急に滞納し始めた。 

□ 学級写真等の顔にいたずらをされていた。 

□ 不快な呼び名で呼ばれている。 
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いじめ事案の初期対応時のチェックリストシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 
いじめの相談や訴え 
に対して、親身になって

受け止めた。 

□ 
被害児童から、いじめの

内容について十分に話を

聞くことができた。 

□ 
被害児童の生命の安全を

最優先し、安全確保を行

った。 

□ 
初期対応の重要性を認識

し、管理職への通報を迅

速かつ的確に行った。 

□ 
個人ではなく、管理職を

中心にした体制のもと、

チームを組織して対応し

た。 

□ 
被害児童や保護者の気持

ちや思いを十分に受け止

めている。 

□ 
事実確認と指導を明確に

区別し、冷静かつ客観的

に事実確認を行うことが

できた。 

□ 
当該児童の保護者に、複

数で家庭訪問を行い。保

護者同席で事実確認を行

った。 

□ 
加害児童や関係する児童

に対し、事実と経過を複

数の教職員で確認するこ

とができた。 

教員用 

管理職 

□ 
職員会議を行い、全教職

員でいじめの状況と対応

を確認して意思統一を図

った。 

□ 
市教委にいじめの対応の

第一報等を行った。 

□ 
必要に応じて、吹田こど

も家庭センターや高槻警

察、教育センター等の関

係機関に相談した。 
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１年生用 生活
せいかつ

アンケート  （    ）月
がつ

（    ）日
にち

 

１ねん（    ）くみ なまえ（                   ） 

 

□ 「いじめ」についてききます。 

「いじめ」とは、ことばやぼうりょくで、ひとを、くるしめることをいい

ます。いやがることをしたり、むりにいうことをきかせたりすることも、

「いじめ」といいます。 

また、みんなでむししたり、なかまはずれをしたりすることも「いじめ」

といいます。 

さいきんのことについて、ききます。 

ほかのひとにはみせませんから､しょうじきにこたえてください。 

 

あてはまるところに○をつけてください。 

   あてはまらないところには×をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ いつでも、せんせいに そうだん してください。 

たかつきしりつ さんがまきしょうがっこう   

（   ）（１）わるぐちを、いわれたことが ありますか？  

 

（   ）（２）なかまはずれや、むしをされた ことがありますか？ 

 

（   ）（３）たたかれたり、けられたり したことは ありますか？ 

 

（   ）（４）もちものを、かくされたことが ありますか？ 

 

（   ）（５）むりやりいやなことを、させられたことが、ありますか？ 

 

（   ）（６）そのほか、いじめられたと おもうことは、ありますか？ 

 

（   ）（７）いじめを みたことが ありますか？ 

 

（   ）（８）いじめを したことが ありますか？ 
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２～６年生 生活
せいかつ

アンケート （    ）月（    ）日 

（      ）年
ねん

（   ）組
くみ

 名前
な ま え

（                   ） 

 

□ 「いじめ」についてききます。 

「いじめ」とは、言葉
こ と ば

や暴力
ぼうりょく

で人を苦
くる

しめることをいいます。いやがる

ことをしたり、無理
む り

に言
い

うことをきかせたりすることも「いじめ」とい

います。また、みんなで無視
む し

したり仲間
な か ま

はずれをしたりすることも「い

じめ」といいます。最近
さいきん

のことについて聞
き

きます。ほかの人には見
み

せま

せんから､正直
しょうじき

に答
こた

えてください。 

あてはまるところに○をつけてください。 

あてはまらないところには×をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒右
みぎ

の質問
しつもん

に答
こた

えてください 

 

 

 

 

 
＊ いつでも、先生に そうだん してください。 

高槻市立 三箇牧小学校   

（   ）（１）わるぐちを、いわれたことがありますか？  

 
（   ）（２）なかまはずれや、むしをされたことが ありますか？ 

 
（   ）（３）たたかれたり、けられたり したことはありますか？ 

 
（   ）（４）もちものを、かくされたことがありますか？ 

 
（   ）（５）むりやりいやなことを、させられたことが、ありますか？ 

 
（   ）（６）そのほか、いじめられたと おもうことは、ありますか？ 

 
（   ）（７）いじめを みたことが ありますか？ 

 
（   ）（８）いじめを したことが ありますか？ 

 

（   ）（９）ネットやスマホの書
か

き込
こ

みで困
こ ま

ったことがありますか？ 

 


